
山梨県警察では、地域社会全体で犯罪被害者等を思いやり、支える気運を醸成す
るため、広く県民を対象とした広報啓発活動を展開しています。学生の皆さんに
ボランティア活動を通じて、犯罪被害者等の実情や犯罪被害者支援の重要性など
への理解を深めてもらい、大学内や地域社会へと、その思いを伝え広めてもらい
たいのです。

〒４００－８５８６ 甲府市丸の内一丁目６－１

山梨県警察本部 犯罪被害者支援室
☎ 055-221-0110 (内線2673・2674)

《講演会等の聴講》
犯罪被害者支援に関する理解を深めるため、ボランティア活動について講演会等の聴講

《広報啓発活動》
イベント会場等における犯罪被害者支援の普及に関する広報啓発活動

《「命の大切さを学ぶ授業」の運営補助》
県内の中・高校で、犯罪被害者やその家族等を講師に招いて講演会を行う際の運営補助

申込書作成 警察本部へ郵送または持参

○ 募集対象は、県内外の大学生
○ 申込期日は、2024年４月末まで
○ 委嘱期間は、登録年度から2026年３月末日まで

※先着順により、申し込みを締め切る場合があります。

「一人でも多くの県民に犯罪被害者等の思いが伝わるよう熱意と行
動力を持って活動したい！｣と思っている学生の応募を待っています。


